
保護者・勤務先向け 

和光市内認可保育施設の災害時における臨時休園措置等のガイドライン 

令和８年４月策定 

１ 目的 

台風や集中豪雨、地震等の自然災害発生により、人的・物的被害が生じる恐れが高まった場合に、児

童・保護者・保育従事者等の生命と安全を守ることを目的として、和光市内の保育所、認定こども園及

び小規模保育事業所の臨時休園等の対応について基準を定めます。 

２ 対象施設 

和光市内の保育所、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所(地域枠)（以下「保育所

等」という。） 

３ 臨時休園の決定 

災害時に避難情報が発令された場合や地震が発生した場合、保育所等は被害状況や震度を確認し、施

設ごとに、本ガイドラインに基づき臨時休園の判断を行います。 

４ 臨時休園の判断基準・対応 

【 台風、集中豪雨等の風水害 】 

 災害危険区域に対し市が発令する「警戒レベル」に基づき、次の表のとおり具体的基準を定めます。 

※「警戒レベル」「警戒レベル相当情報」については、参考資料を参照 

休園基準 保育状況 保育所等の対応 実施事項 

警戒レベル 

３以上の避難 

情報を市が発令 

登園前 
臨時休園又は 

登園自粛要請 

・決定次第、保育所等から連絡が入りますが、保護者の

皆様は市のホームページ等からも災害情報の確認を

お願いします。 

保育中 
児童降園後に 

臨時休園 

・保護者の皆様に速やかなお迎えを要請します。ただ

し、お迎えに来ることが危険な場合は安全な状況に

なってからお迎えに来てください。 

・避難が必要な保育所等は、事前に保護者の皆様へ周

知している避難所へ園児を速やかに避難させ、安全

を確保します。保護者の皆様は、保育所等から避難

の連絡があった場合、保育所等ではなく避難先への

お迎えをお願いします。 

※洪水浸水想定区域又は土砂災害警戒区域内の保育所等は、あらかじめ各保育所等で定める避難計画等に

従って行動します。 

※お子様の通う保育所等が、洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域内にあるかどうかは、和光市防災マッ

プ＆ハザードマップでご確認ください。 

   

 

和光市防災マップ＆ハザードマップ 

和光市ホームページ ▶ 



【 地震 】 

休園基準 保育状況 保育所等の対応 実施事項 

震度５弱以上 

登園前 

臨時休園 

※ただし、安全に保育が

可能と判断される場合

は、開園する。 

・決定次第、保育所等から連絡が入りますが、保

護者の皆様は市のホームページ等からも災害

情報の確認をお願いします。 

保育中 

児童降園後に臨時休園 

※ただし、安全に保育が

可能と判断される場合

は、保育を継続する。 

・避難が必要な保育所等は、事前に保護者の皆様

へ周知している避難所へ園児を速やかに避難

させ、安全を確保します。保護者の皆様は、保

育所等から避難の連絡があった場合、保育所

等ではなく避難先へのお迎えをお願いしま

す。 

・保護者の皆様に速やかなお迎えを要請します。

ただし、お迎えに来ることが危険な場合は安

全な状況になってからお迎えに来てくださ

い。 

【 公共交通機関の計画運休等により送迎が困難になる恐れがある場合 】 

休園基準 保育状況 保育所等の対応 実施事項 

計画運休の予定が発表 

されるなど、送迎が困難

になる恐れがある場合 

登園前 
登園自粛・お迎えの要請 

※完全運休の場合は、臨

時休園 

・決定次第、保育所等から連絡が

入ります。保護者の皆様も公共

交通機関から発表される計画

運休の情報の確認をお願いし

ます。 

保育中 

 

５ 保育所等の再開 

臨時休園後、保育所等は次の事項等を確認し、安全な保育ができると判断した場合は、速やかに保育

を再開し、和光市保育センターと保護者の皆様へ再開の旨を連絡します。保育所等からの再開連絡をお

待ちください。 

【確認事項】 

 ・施設の安全の確保 

 ・施設周辺の安全の確保 

 ・ライフライン（電気・水道・ガス・通信・交通等）の状況 

 ・職員体制の確保 

 ・給食の提供（一時的に弁当持参などを検討） 



６ 各保育所等での保育が困難な場合の保育 

 ⑴ 台風、集中豪雨等の風水害の場合の代替保育 

市は、風水害により臨時休園を決定した場合には、安全を最優先に考慮し、保護者の皆様に原則

として家庭での保育への協力を求めます。ただし、災害時にも勤務が求められる医療機関等、社会

的要請の高い職種に従事する保護者の児童については、児童・保護者・保育従事者等の安全に十分

配慮した上で、下表の条件に基づき、代替保育施設での保育の実施を判断する。 

項目 内容 

代替保育の実施 災害前日に市が臨時休園を決定した場合のみ実施 

代替保育施設 みなみ保育園（市職員［保育士］が対応）） 

代替保育の 

申込受付 
事前登録制（事前に「災害時における代替保育利用登録届」の提出が必要） 

代替保育の 

申込対象 

災害の状況下においても業務を行わなければならない、医療体制を維持する

ための業務やインフラ（電気・水道・ガス）運営、消防、警察、自衛隊等、

社会の安定維持に関する業務に従事する保護者の児童のうち、代替保育実施

日に家庭で保育ができない児童。 

※災害時でも送迎ができる家庭に限る。 

代替保育の 

利用要件 
「災害時における代替保育利用登録届」を事前に提出済みであること 

保育実施日時 月曜日～土曜日（日、祝日を除く）８時３０分から１６時３０分 

対象年齢 １歳児クラス在籍児童から 

持参するもの 
弁当、おやつ、水筒、着替え（おむつ）、汚れ物用ビニール袋、 

バスタオル２枚 

その他 

災害の状況により、代替保育を実施しない場合があるものとする。 

開園時刻前に避難情報が解除された場合は、入所している保育所等にて保育

を行なうものとする。 

 

 ⑵ その他の災害の場合の特別保育 

浸水や地震等により施設が損壊等し、長期間にわたり再開できない場合、当該施設は臨時休園を

継続します。市は、災害時に社会的要請が高い防災関係者や医療関係者等の児童に対し、児童・保

護者・保育従事者等の安全に十分配慮した上で保育の実施が可能と判断される場合、代替施設にお

ける特別保育の実施を検討します。 

 

７ 保護者・勤務先への周知 

 ⑴ 市は、本ガイドラインを市ホームページに公表するとともに、保育所等を通じて保護者の皆様に

お知らせします。 

 ⑵ 保育所等は、本ガイドラインや和光市地域防災計画等を参考に、予め緊急時の避難場所や避難経



路、避難時の園児の引き渡し方法等を定め、平常時から保護者の皆様へお知らせし、職員間での情

報共有を図ります。 

 ⑶ 非常災害時における臨時休園等の判断及び再開については、保育所等から保護者へ連絡します。 

 

 

 

 

８ 保護者の勤務先へのご協力依頼 

市は、災害時には園児の安全を最優先に、本ガイドラインに基づき臨時休園措置等を講じます。な

お、市及び保育所等では毎年、災害時を想定した園児の引き取り・引き渡し訓練を実施しております。

実際の災害時においても、保護者の皆様が速やかに対応できるよう、保護者の勤務先関係者の皆様にも

ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和光市地域防災計画 

和光市ホームページ  



【 参考資料 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《問い合わせ先》和光市 子どもあんしん部       

保育サポート課 保育センター  

電話 ０４８－４８３－４４０７ 


